
 

勤務時間に関する勧告の骨子 

Ⅰ 現状 

 ・ 育児介護等職員については、フレックスタイム制の活用により、勤務時間の総量を維持し

た上で、週１日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することが可能 

 ・ 一般の職員については、本年４月のフレックスタイム制の改正により、コアタイム及び１

日の最短勤務時間数を免除する日を、週１日を限度に各省各庁の長が設定することが可能

に。ただし、勤務時間法の規定により、当該日を勤務しない日とすることまではできず、柔

軟化の効果が限定的 

 

Ⅱ 必要性 

 ・ 職員がやりがいを持って生き生きと働くことができる環境を作り、公務職場の魅力向上を

図るため、職員の希望や事情に応じた時間や場所での勤務を可能とする、より柔軟な働き方

を推進する取組が求められている 

 ・ フレックスタイム制等の活用による柔軟な働き方の推進は、職員一人一人の能力発揮やワ

ーク・ライフ・バランスの実現、健康確保を通じた公務職場の魅力向上につながるほか、公

務能率の向上にも資するもの 

 ・ 単身赴任者の帰省、遠隔地に居住する親宅の訪問、通院、主体的な学びのための大学院通

学等のために、平日に勤務しない日を設けるニーズは一般の職員にも広く存在。近年、ワー

ク・ライフ・バランスがより重視されていること、定年引上げに伴い高齢の親族を有する職

員の増加が見込まれること、学びの奨励等が進んでいること等に鑑みれば、これらのニーズ

は今後ますます高まる 

 

Ⅲ 概要 

  勤務時間法を改正し、一般の職員について、フレックスタイム制の活用により、勤務時間の

総量を維持した上で、週１日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することを可能とす

る。（育児介護等職員に認められている措置の一般の職員への拡大） 

 

Ⅳ 施行日 

  令和７年４月１日 
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